
 

特 記 仕 様 書 

 

 

１ 安全確保に資する衛星携帯電話の利用について 

  緊急連絡体制の確保に必要な通話手段として衛星携帯電話を利用する際の経費につ

いては、別紙１「安全確保に資する衛星携帯電話の利用について」のとおりとする。 

 

２ 熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について 

熱中症対策に係る経費に関して、現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業であ

るため、試行に取り組む場合は、別紙２「熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の

試行について」のとおりとする。 

 

３ その他 

（１）ＣＳＦ(豚熱)への対応について 

ＣＳＦ（豚熱）の感染防止拡大のため、新潟県における CSF 対策を熟

知して適切な対策に努めること。 

 

  



 

別紙１ 

安全確保に資する衛星携帯電話の利用について 

  

１ 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上す

ることができる。 

２ 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話

を準備しなければならない。 

３ 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場

において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通

話できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支

障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を

中止するものとする。  

４ 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督

職員の確認を受けるものとする。なお、事業計画書提出時に利用予定がない場合にお

いても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとする。  

①衛星携帯電話事業者名  

②衛星携帯電話サービス名  

③衛星携帯電話及びこれに関連する機器類（以下「使用端末等」という。）  

④利用料金  

⑤利用期間（○月○日～○月○日まで）  

⑥本事業以外の事業への供用の有無  

他事業名（署名・物件名）  

５ 対象とする経費は、１台分のリース代金を原則とする。ただし、リース不可の場合

は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものと

する。  

６ 請負者は、事業着手日から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証

明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日

を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。  

７ 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。  

８ 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で共用することは妨げない。ただし、同一期

間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはでき

ないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を

供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。 

 

 



 

別紙２ 

熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について 

  

１ 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費

率等の補正の試行を行う対象事業である。  

  

２ 用語の具体的な内容は、次のとおりである。  

（１）真夏日  

日最高気温が30 度以上の日（気象庁が公表している地上気象観測所等の気温）又

は暑さ指数（WBGT 値）が25 度以上の日（環境省が公表している観測地点の暑さ指数）。  

（２）事業期間  

事業着手日から事業終了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として６日間、

７月、８月又は９月を含む事業では夏季休暇分として３日間、事業中止期間は含まな

い（事業期間には不稼働日も含む）。  

（３）真夏日率  

事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間内

の真夏日に含めないものとする。  

 真夏日率 ＝ 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間  

  

３ 請負者は、契約締結後に提出する事業計画書に、事業期間中における気温の計測方

法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。  

なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。  

  

４ 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温

又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT 値）を用いることを標準とする。  

ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行

規則（昭和27 年運輸省令第101 号）第１条の３の表に基づく気象庁以外の者の行う観

測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は

JISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計（精度区分クラス２以上）により測定

した値を用いることも可とする。  

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。  

   

５ 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。  

  

６ 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理

費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。  

 補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※  ※補正係数は1.2 とする。 


